
「ホップ♪ステップ♪のとがわ まちづくり基金」設置要綱 
 
(目的) 
第1条 能登川地区が抱える課題を住民が主体となって解決し、ふるさとの良さを次

代へ継承できるよう能登川に愛着と誇りを持って暮らし続けられるまちづく

りを目的として、『ホップ♪ステップ♪のとがわ まちづくり基金』(以下 
基金という)を設置する。 

 
(積立) 
第2条 基金の額は、次の号に掲げる額とする。 
（１） 予算で定めた額 
（２） 寄付金 
（３） 繰越見込額が発生する場合に、その範囲内で総会の承認を得た額 
 
(管理) 
第3条 基金に属する現金は、銀行預金、その他最も安全且つ確実有利な方法により

保管するものとする。 
 
(運用収益の処理) 
第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上し、この基

金に編入するものとする。 
 
(活用) 
第5条 基金は、第 1条に規定する目的を達成する事業に充てる場合に限るものとし、

その活用にあたっては、能登川地区まちづくり協議会総会において協議し定

めるものとする。 
 
附則 
(施行期日) 
１、この要綱は、平成 20年 5月 24日から施行する。 


